
●乾電池　　　　　　　　●ボタン電池
　　　　　　　　　　　　●コイン形リチウム電池

家庭ごみの分け方・出し方家庭ごみの分け方・出し方
分別は正しく行い、町指定ごみ袋に入れて、口を結んで、名前を書いて、収集日に朝８時までに出してください。

※古い町指定ごみ袋は使用できますが、対象品目の表記が違う場合がありますのでご注意ください。
※事業系廃棄物（事業活動に伴って生じたごみ）については、「事業系廃棄物の処理方法について」をご覧ください。
◯ホームページに「ごみ分別辞典」を掲載していますのでご活用ください。

【お問い合わせ先】奥出雲町 町民課　電話：54-2510　有線：31-510８
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収集するごみ

奥出雲町

分　類

分　類 種　類 場　所 日　時 注意事項

燃やせるごみ

プラスチック製
容器包装

ペットボトル

空きびん

蛍光灯

乾電池類

空き缶

可
燃
ご
み

資
源
ご
み

種　　類 注意事項
・袋に入らない大きなものは、「粗大ごみ」として仁多ク
リーンセンターに持込してください。

・シュレッダー紙は入れないでください。
　　→「古紙回収」へ
・金属類、家電製品、乾電池類は絶対に
入れないでください。

汚れはすすいで落としてください。

・汚れの取れないもの　→「不燃ごみ」へ
・汚れがあるものは収集できません。

汚れはすすいで落としてください。
・汚れの取れないもの
・ガラス類（ガラス製の商品、窓ガラス、
　耐熱ガラス、乳白色のびん等）
　　→「不燃ごみ」へ
※一升瓶、ビール瓶などは販売店に返却すると再使用されます。

・食べ物汚れはすすいで落としてください。
・指定袋が破れないように入れてください。袋に入らな
い大きなものや、重量物は仁多クリーンセンターに持
込してください。

蛍光灯と乾電池類は別々の袋に分けて入れてください

汚れはすすいで落としてください。
・　　表示がないもの
　　→「燃やせるごみ」へ
・汚れがあるものは収集できません。

金属・陶器
ガラス・小型家電不

燃
ご
み

有
害
ご
み

仁多可燃物処理センター
　奥出雲町三成1392（湯の原）
　電話：54－0896　有線：35－0896

（月曜日～金曜日）
　9時～12時、13時～16時
（土曜日）
　9時～11時
※日曜日、祝休日、盆（8/14、15）・年末
年始（12/30～1/3）は持込できません

平日8：30～17：15

平日8：30～17：15

仁多クリーンセンター
　奥出雲町横田1539－6（雨川）
　電話：52－0498　有線：20－0498

仁多庁舎（町民課）回収ボックス
横田庁舎（税務課）回収ボックス
仁多庁舎入口回収ボックス
横田庁舎入口回収ボックス
各地区公民館回収ボックス

古紙回収日程表をご覧ください

・収集の分類と同様に分
別して持込ください。
・重量によって手数料が
かかります。

割れないようにご持参く
ださい。

表示があるプラスチック製容器包装

表示があるペットボトル

販売店や専門業者などに依頼してください。（町の一般廃棄物処理業許可業者で処理できるものもあります）

産業廃棄物は持込みできません。（事業活動（農業含む）で生じた廃油、廃プラ、ゴム、資源・不燃・有害ごみ　等）

町で処理できないごみ

持込みするごみ

・家電リサイクル対象商品（テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン）
・産業廃棄物
・農機具、農業用ビニール・プラスチック類、農薬
・感染性医療系廃棄物、集じん灰、廃水銀
・LPガスボンベ、消火器、塗料

・自動車、オートバイ、タイヤ、車両等用バッテリー、機械油
・木、竹、草 【町許可業者へ】
・コンクリートがら 【町許可業者へ】
・大型金庫 【町許可業者へ】

可燃ごみ

粗大・資源・
不燃・有害ごみ

水銀使用製品

乾電池類

古紙類

●多量の可燃ごみ

●乾電池

●蛍光灯
　（割れていないもの）

●飲食物のびん ●化粧品のびん ●家庭常備薬のびん

●金属類

●陶器類

●ガラス類
●ライター

●割れた蛍光灯

●小型家電（小型電気器具類）

●充電式電池
●ボタン電池
●コイン形リチウム電池

●新聞、段ボール、雑誌・雑紙、
　牛乳パック、シュレッダー紙

●古着、
　布類

●粗大ごみ（ごみ袋に入らない可燃・不燃）

●多量の資源・不燃・有害ごみ

●水銀体温計　●水銀温度計　●水銀血圧計

●布団 1枚ずつひもで
しばってください（　 　　　　）

（タンス、こたつ、衣装ケース、物干し竿、畳、
　じゅうたん、灯油タンクなど）

ガラス製の商品
窓ガラス
耐熱ガラス
乳白色のびんなど

（　　　　　 　）針金等は15cm以内に
切断してください

（　　　　 　 ）ふたはできるだけ
取ってください

●飲用缶

●生ごみ（水を切る）
●ゴム製品●皮製品 ●布製品 ●プラスチック製品

　（　　表示がないもの）

●木製品 ●汚れた資源ごみ

●紙おむつ
　（汚物は取り除く）

●天ぷら油

（「プラスチック製容器包装」とは、商品を入れるためのプラやビニール製の容器や包装のことです）

●飲料物等の容器

（例） ●商品の
　包装
　フィルム ●食品等の容器

　（プラ製）
●シャンプー
　洗剤等の容器 ●レジ袋

●家電製品
　等の緩衝材

●ペットボトル等
　のふた、ラベル

●調味料等の容器

（　　　　　　　　　　　　）飲用缶以外の缶づめ缶・
ミルク缶・缶箱等は「不燃ごみ」へ

（　　　　　　　　　）キャップやラベルは外して
プラスチック類へ

（             ）プラスチック類・
ペットボトル

（　　　　  ）古着は
「古紙回収」へ

（             ）固めるか、紙類
に吸いこませる（             ）太さ1cm未満、

長さ40cm未満

●スプレー缶・カセットボンベ

（　　　　　　　　　　　 　 ）必ず中身を使い切って、火の気のない
ところで穴を開けてください

（　　　　 　）必ず中身を使い
切ってください

（　　　　 　 　　　）乾電池類は外してください。
掃除機のごみは燃えるごみへ

（収集時間は道路状況等によって変わります）

電池
パッ
ク

※金属類・小型家電は資源ごみとしてリサイクルされます。

※各地区公民館や役場の回収ボックスに持込みもできます。

●紙類

（                 ）古紙・シュレッダー紙
は「古紙回収」へ

汚れはすすいで落としてください。（特に食べ物汚れが
少しでも付着したものは絶対に入れないでください）
・プラスチック製品
 （　　表示がないもの）
　　→「燃やせるごみ」へ
・汚れがあるものは収集
　できません。



資源ごみのゆくえ

奥出雲町地球温暖化防止対策地域協議会　奥出雲町 町民課　電話：54ｰ2510　有線：31ｰ5108【お問い合わせ先】

仁
多
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

再
資
源
化
施
設

空きびん

再商品化製品
利用事業者

資源ごみのゆくえ

・ ガラスびんメーカー
・ 繊維メーカー
・ プラスチック成形
　メーカー
・ 鉄鋼メーカー
・ 金属メーカー
・ 製紙メーカー
　　　　　　　など

リサイクルにご協力くださいリサイクルにご協力ください

小型家電

蛍光灯・乾電池類

古紙、古着・布類

プラスチック類

空き缶

※仁多クリーンセンターでは手作業で資源ごみの細分別や異物の除去を行っています。
　家庭からごみを出される際の正しい分別にご協力をお願いします。

３Rを心掛けましょう
①まずは

②つぎに

③そして

ごみの発生、資源の消費を
もとから減らす（発生抑制）

（再使用）

（再資源化）

くりかえし使う

資源として再び利用する

ペットボトル

• ごみになるものを買わない、もらわない
• 長く使える製品を買う

• リターナブル容器（ビールびんのように販売店で回収し、
専門業者で洗って再使用する容器）のものを買う
• リサイクルショップを利用する

• 資源として分別する
• リサイクルされた製品を買う

に生まれ変わりますに生まれ変わります

古紙類、古着・布類のリサイクル
新聞、段ボール、雑誌・雑紙、
牛乳パック、シュレッダー紙、
古着・布類は古紙回収に持ち出
してください。
○古着・布類
• 透明な袋に入れて口を結んでくだ
さい。
• ひどく汚れたものや綿が入っている
もの（ぬいぐるみ、綿布団など）は
「燃やせるごみ」へ

家電リサイクル対象商品
テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、
冷蔵庫、冷凍庫、エアコン
は町では処理できません。
　販売店（以前購入された店または買い
換えする店）またはお近くの電気店等へ
ご相談ください。

ごみの不法投棄は
犯罪です！！

　道路、公園、空き地、河川、山林などに
ごみを捨てることは犯罪です。
　ごみを違法に捨てた場合、5年以下の
懲役若しくは1千万円以下の罰金又は
その両方に処されます。
　空き缶などのポイ捨てについても同様
です。
　不法投棄を目撃したり、見つけた場合
は、警察に通報又は役場町民課へご連絡
ください。

空きびんは・・・空きびんは・・・
• ガラスびん
• その他（舗装用骨材、軽量発泡骨材、ガラス繊維など）

ペットボトルは・・・ペットボトルは・・・
• 繊維（ユニフォーム、カーペットなど）
• シート（卵パックなど）
• 成形品（ボールペンなど）
• ボトル（飲料用、洗剤用など）
• その他（結束バンドなど）

プラスチック類は・・・プラスチック類は・・・
• プラスチック製品（パレット、
  再生樹脂、プランターなど）
• その他（化学原料、燃料など）

空き缶は・・・空き缶は・・・
• アルミ製品（アルミ缶、アルミサッシなど）
• 鉄製品（鉄骨、鉄筋、車部品など）

古紙、古着・布類は・・・古紙、古着・布類は・・・
• 新聞用紙　• コピー用紙　• 段ボール
• 菓子箱　• 書籍　• トイレットペーパー
• 古着　• 自動車用マット　など

小型家電は・・・小型家電は・・・
• メダル　• 電子部品　など

蛍光灯・乾電池類は・・・蛍光灯・乾電池類は・・・
• 薬品　• 断熱材　• 乾電池　など


